
建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な物件の 

建築の流れ 

 

非住宅部分の床面積の合計が 300㎡以上の建築物については、新築又は一定規模以上の増

改築を行う場合に、当該建築計画が省エネ基準に適合していなくてはなりません。 

 

 

 

③ 適合性判定 

省エネ基準に適合して

いるかの判定 

② 省エネ計画提出 

【建築主】 

300㎡以上の 

非住宅建築物 

適合性判定 

（省エネ基準適合義務） 

新築又は 

一定規模以上の増改築 

【建築主事】 

【指定確認検査機関】 

【所管行政庁】 

【登録省エネ判定機関】 

① 建築確認申請 

⑤ 確認審査 

判定通知書により

計画建築物が省エ

ネ基準に適合して

いることを確認 

⑥ 確認済証受領 

④ 判定通知書受領 

⑦ 工事着工 

（必要に応じ） 

計画変更の手続き 

変更の適合性判定 

又は軽微な変更 

変更の確認審査 

又は軽微な変更 

⑧ 完了検査申請 
⑨ 完了検査 

省エネ計画通りと

なっているか検査 
⑩ 検査済証受領 

※ 赤枠部分の手数料について 

新たに規定しています。 


